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項目

１．平成２７年９月の実態調査結果について

２．第４期重点的撤去区域（その１）における不法係留船対策と

その成果

３．今後の第４期重点的撤去区域（その２）の設定と不法係留船

対策について

４．その他



重点的撤去区域における不法係留船対策について

遠賀川河口域における不法係留船対策の経緯
年度 月 会議・協議会等 計画策定・重点的撤去区域の設定等

Ｈ21 ５月 ・第１回　西川利用対策会議

８月 ・第２回　西川利用対策会議

11月 ・第３回　西川利用対策会議

３月 ・第４回　西川利用対策会議

Ｈ22 ６月 ・第５回　西川利用対策会議

９月 ・第１回　遠賀川河口域利用対策協議会

11月 ・第１回　遠賀川下流部利用者会議 

１月 ・第２回　遠賀川河口域利用対策協議会

２月 ・『遠賀川河口域における不法係留船対策に係る計画書』の策定・公表

・『第１期　重点的撤去区域』の設定　　※設定前隻数：６９隻（H22.9月時点）

Ｈ23 6月

12月 ・第２回　遠賀川下流部利用者会議 

２月 ・第３回　遠賀川河口域利用対策協議会

３月 ・『第２期　重点的撤去区域』の設定　　※設定前隻数：４５隻（H23.9月時点）

Ｈ24 ４月

11月 ・第３回　遠賀川下流部利用者会議 

１月 ・第４回　遠賀川河口域利用対策協議会

３月 ・『第３期　重点的撤去区域』の設定　　※設定前隻数：１２２隻（H24.9月時点）

Ｈ25 ４月

Ｈ26 ６月 ・第４回　遠賀川下流部利用者会議

８月 ・第５回　遠賀川河口域利用対策協議会

９月 ・『第４期（その１） 重点的撤去区域』の設定  ※設定前隻数：９５隻（H26.9月時点）

１０月

H27

２月

３月 ・第５回　遠賀川下流部利用者会議（今回）

第１期重点的撤去区域の対策実施

第２期重点的撤去区域の対策実施

第３期重点的撤去区域の対策実施

※Ｈ２３年１２月には１期の船は全て

無くなった

自主撤去：５０隻、塵芥処理：１９隻

※Ｈ２５年２月に２期の船は全て

無くなった

自主撤去４１隻、簡易代執行２隻

行政代執行０隻、塵芥処理２隻

※Ｈ２６年６月に３期の船は全て

無くなった

自主撤去１２１隻、簡易代執行０隻

行政代執行０隻、塵芥処理１隻

第４期（その１）重点的撤去区域の対策実施

※Ｈ２８年２月に４期（その１）の船は全て

無くなった

自主撤去９３隻、簡易代執行１隻

行政代執行０隻、塵芥処理１隻



１．段階的な重点的撤去区域の設定

→ 治水的・河川環境的に問題が大きいと考えられる西川高水敷・遠賀川河口

右岸砂浜から第１期重点的撤去区域を設定。

２．受け皿となる保管施設は、周辺の既存施設・新規整備施設を活用

→ 福岡県北部地域にある既存のマリーナ等や平成24年に整備される脇田

フィッシャリーナの活用による対応。

3. 規制措置の周知

→ 重点的撤去区域の設定にともない強制的な規制措置（代執行など）を実施

することから、事前にプレジャーボートの所有者等に対して広く周知を実施。

不法係留船対策に係る計画書の概要 （平成23年２月策定）



『段階的に設定する重点的撤去区域』（第１期～第５期） H23.2時点





１-１ 国管理区間における係留船隻数の推移

１. 平成２７年９月の実態調査結果について



１-２ 遠賀川河口域における係留船舶数の推移（国管理区間＋県管理区間）

185

231

315

420

484

581

64

65

68

75

99

135

13

16

23

38

44

48

Ｈ２7

Ｈ２６

Ｈ２５

Ｈ２４

Ｈ２３

Ｈ２２

西川 遠賀川 吉原川 戸切川 江川

国管理：716隻 県管理：59隻

国管理：583隻 県管理：49隻

国管理：495隻 県管理：39隻

国管理：383隻 県管理：23隻

全 775隻

全 632隻

全 534隻

全 406隻

143隻減

98隻減

128隻減

513隻減全 312隻

国管理：296隻 県管理：16隻

９４隻減

対
策
実
施

国管理：249隻

全 262隻
50隻減

県管理：13隻

平成２２年から平成２７年までの間に全体で513隻の係留船が減少している。



１-３ Ｈ２７年９月時点の係留状況

※検査済とは・・・ 小型船舶検査機構による定期検査の検査期間が有効な船舶 （法的に航行可能な船）

表１ 不法係留船の調査結果（平成２７年９月） （単位：隻） ※参考

区分

総数 正常

河川 検査済 検査切 不明 小計

185 137 22 7 166 17 2 231 ▲46 

(100.0%) (74.1%) (11.9%) (3.8%) (89.7%) (9.2%) (1.1%) (-19.9%) 

18 16 2 0 18 0 0 18 0

(100.0%) (88.9%) (11.1%) (0.0%) (100.0%) (0.0%) (0.0%) (0.0%) 

46 41 1 1 43 3 0 47 ▲1 

(100.0%) (89.1%) (2.2%) (2.2%) (93.5%) (6.5%) (0.0%) (-2.1%) 

249 194 25 8 227 20 2 296 ▲47 

(100.0%) (77.9%) (10.0%) (3.2%) (91.2%) (8.0%) (0.8%) (-15.9%) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0

－ － － － － － － －

0 0 0 0 0 0 0 0 0

－ － － － － － － －

13 2 7 4 13 0 0 16 ▲3 

(100.0%) (15.4%) (53.8%) (30.8%) (100.0%) (0.0%) (0.0%) (-18.8%) 

13 2 7 4 13 0 0 16 ▲3 

(100.0%) (15.4%) (53.8%) (30.8%) (100.0%) (0.0%) (0.0%) (-18.8%) 

262 196 32 12 240 20 2 312 ▲50 

(100.0%) (74.8%) (12.2%) (4.6%) (91.6%) (7.6%) (0.8%) (-16.0%) 

県
管
理

吉原川

戸切川

江川

小計

合計

H26年度
総数

H26年度
との差廃船 沈船

国
管
理

西川

遠賀川

汐入川

小計



１-４ 不法係留船調査結果の経年変化（各重点的撤去区域別における係留船の推移）

（単位：隻）

区分

総数 正常

年度 検査済 検査切 不明 小計

857 630 98 55 783 74 0

775 560 101 38 699 69 7

632 477 76 37 590 38 4

534 411 68 23 502 28 4

406 325 55 10 390 13 3

312 230 52 12 294 15 3

262 196 32 12 240 20 2

▲50 ▲34 ▲20 0 ▲54 5 ▲1 

▲144 ▲129 ▲23 2 ▲150 7 ▲1 

※ H27．9月調査時点

平成２４年度

廃船 沈船

平成２１年度

平成２２年度

平成２３年度

平成２５年度

平成２６年度

平成２7年度

昨年度との差

一昨年度との差

（国管理区間＋県管理区間）



１-５ 所有者特定と居住地域

（単位：隻）

４期

地　域 その１ その2以降

北九州市 5 66 35 106 43.6% Ｈ２３ 632 531 101 84.0%

八幡西区 1 42 22 65 26.7% Ｈ２４ 534 489 45 91.6%

若松区 2 7 9 18 7.4% Ｈ２５ 406 385 21 94.8%

八幡東区 0 10 1 11 4.5% Ｈ２６ 312 295 17 94.6%

小倉南区 1 2 1 4 1.6% Ｈ２７ 262 243 19 92.7%

戸畑区 1 2 0 3 1.2% 約9割以上の船舶で所有者が判明

小倉北区 0 2 2 4 1.6% その半数近くが北九州市に在住

門司区 0 1 0 1 0.4%

芦屋町 0 17 10 27 11.1% ※Ｈ２４年度より、船舶検査情報の照会が可能となり

岡垣町 0 18 2 20 8.2% 　特定率が高まっている。

中間市 2 11 5 18 7.4%

直方市 1 6 1 8 3.3%

水巻町 0 13 2 15 6.2%

宗像市 0 7 1 8 3.3%

4 25 12 41 16.9%

合　　計 12 163 68 243 100.0%

※ H27．9月調査時点（国及び件管理区間）

※ 日本小型船舶検査機構への照会結果による

特定率

その他

年度 総数
所有者
特定

所有者
非特定

重点的撤去区域

５期 隻数計 割合

北
九
州
市
内
訳



１-６ 遠賀川河口域周辺の既存等の保管施設について



１-７ 調査結果のまとめ

国管理区間においては、４期（その１）対策前のＨ２６年９月からＨ

２７年９月で４７隻（約１６％）の不法係留船が減少しており、その多

くが自主撤去（移動）である。この点を踏まえると、これまでの遠賀

川河口域における不法係留船対策は進んでいると言える。

しかし、「遠賀川河口域における不法係留船対策に係る計画書」

で想定している受入先には、移動に現実味のない保管施設（遠賀

川河口域から30km超）も含まれており、対策の前提である「保管施

設の確保」と言う観点から、次期第４期（その２）を設定する必要が

ある。

また、既存の港湾施設や漁港などを利用した係留を望む声も多

いこと、大型船の規格に見合う保管施設も限られていることから、

今後の対策を確実に進めるためには、それらの施設を有効活用す

るなど、船舶所有者が移動し易い保管施設の確保が必要である。



西祇園橋 島津橋

新西川橋

西川（国管理）
対象船舶 （231隻） H26年9月時点

第４期重点的撤去区域（西川 遠賀川合流点～新西川橋までの水面 延長約1,500ｍ）

新西川橋西祗園橋

西川

右岸 １２３ 隻

左岸 １０８ 隻

検査済 検査切等 計

右岸 98隻 25隻 123隻

左岸 72隻 36隻 108隻

計 170隻 61隻 231隻

遠賀川

遠賀川河口堰

第４期重点的撤去区域

新西川橋より下流方向

平成２１年５月撮影

西川

２．第４期重点的撤去区域（その１）における不法係留船対策とその成果

2-１ 第４期重点的撤去区域（その１）設定について①



第４期重点的撤去区域に係留してある船舶数と近隣の既設係留保管施設の収容余力、

及び行政手続の進め方等を考慮し、第４期重点的撤去区域を分割し、距離標１ｋ０００（遠

賀川合流点から１ｋｍ）から新西川橋下流端までの約５００ｍの区間（係留船約１００隻）を

第４期重点的撤去区域（その１）として設定し、対策を行った。

第４期重点的撤去区域（その１）の様子

※新西川橋より H26.8.21撮影

２-１ 第４期重点的撤去区域（その１）設定について②



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なみかけ大橋 

芦屋橋 

西祇園橋 

新西川橋 
島津橋 

道管橋 

遠賀川河口堰 

江川橋 

鯨瀬防潮樋門・鯨瀬排水樋管 

第 1期(平成 23 年度) 西川 高水敷（両岸・ 遠賀川合流点～鹿児島本線鉄道橋上流 100ｍまで）

遠賀川 砂浜（右岸） 

第 2期(平成 24 年度) 西川 （島津橋下流端～鹿児島本線鉄道橋上流 100ｍまで） 

戸切川（西川合流点～若松橋下流端まで） 

吉原川（西川合流点～道管橋下流端まで） 

第 3期(平成 25～26 年度) 西川（新西川橋下流端～島津橋下流端まで） 

第 5期 遠賀川（遠賀川河口～遠賀川河口堰下流端・芦屋唐戸水門下流端まで） 

    江川 （遠賀川合流点～鯨瀬防潮樋門・鯨瀬排水樋管・江川橋 各下流端まで）

重点的撤去区域 

道管橋 

若松橋 

御牧大橋 遠賀川（国管理河川） 

西川（国管理河川）

戸切川（県管理河川）

吉原川（県管理河川）

芦屋港 

江川（県管理河川） 

0 0.5 1km 

遠賀川河口地点 

西川上流地域

は下図を参照

図-１ 重点的撤去区域 

 

芦屋唐戸水門 

遠賀川合流点 

遠賀川・砂浜

島門橋 

西川高架橋 

西川橋 

鹿児島本線鉄道橋 

西川上流地域の図 

 
出会いのかけ橋 

第 4期(その 1)(平成 26～27 年度) 西川（距離標 1k000～新西川橋下流端まで） 

第 4期(その 2)以降 (平成 28 年度以降) 西川（遠賀川合流点～距離標 1k000 まで） 

1k000 

『段階的に設定する重点的撤去区域』（第１期～第５期） 

２-１ 第４期重点的撤去区域（その１）設定について③



第４期重点的撤去区域（その１）公示文書

２-１ 第４期重点的撤去区域（その１）設定について④



２－２ 第４期重点的撤去区域（その１）における対策経過①



２－２ 第４期重点的撤去区域（その１）における対策経過②

調査月 H26.9月 H26.10月 H26.11月 H26.12月 H27.1月 H27.2月

係留船隻数 95隻 89隻 73隻 77隻 69隻 51隻

調査月 H27.3月 H27.4月 H27.5月 H27.6月 H27.7月 H27.8月

係留船隻数 43隻 34隻 32隻 27隻 24隻 20隻

調査月 H27.9月 H27.10月 H27.11月 H27.12月 H28.1月 H28.2月

係留船隻数 14隻 12隻 10隻 8隻 5隻 ０隻

第４期 重点的撤去区域（その１）の係留船隻数推移



不法係留船対策 第４期重点的撤去区域（その１）対策開始前状況
（新西川橋より下流を望む：H26.8.21撮影）

西川

２－２ 第４期重点的撤去区域（その１）における対策経過③

１ｋ０００～
新西川橋１ｋ５００



不法係留船対策 第４期重点的撤去区域（その１）撤去済状況
（新西川橋より下流を望む：H28.2.4撮影）

西川

２－２ 第４期重点的撤去区域（その１）における対策経過④

１ｋ０００～
新西川橋１ｋ５００



左岸 中央 右岸

第４期重点的撤去区域（その１）の対策前後の状況

（新西川橋から下流方向）

H26.8.21

H28.2.4

２－２ 第４期重点的撤去区域（その１）における対策経過⑤



２－２ 第４期重点的撤去区域（その１）における対策経過⑥

簡易代執行



２－２ 第４期重点的撤去区域（その１）における対策経過⑦

簡易代執行（Ｈ２７．２．２７）



対象船舶 （185隻） H27年9月時点

第４期重点的撤去区域（西川 遠賀川合流点～河川距離標1k000までの水面 延長約1,000ｍ）

新西川橋西祗園橋

西川右岸 ８３ 隻
遠賀川

遠賀川河口堰

第４期重点的撤去区域（その２以降）

平成２１年５月撮影

３-１ 第４期重点的撤去区域（その２）設定について

第４期重点的撤去区域（その１）左岸 １０２ 隻

検査済 検査切等 計

右岸 66 隻 17 隻 83 隻

左岸 74 隻 28 隻 102 隻

計 140 隻 45 隻 185 隻



３．今後の第４期重点的撤去区域（その２）の設定と不法係留船対策
について

H28.2.5現地調査

現状 ４期残区間 距離標0k000～1ｋ000 1,000m 101隻 78隻 179隻

区間 区間延長 左岸 右岸 計

●近隣の既設係留保管施設の状況

３０ｋｍ圏内の収容余力 ７９隻 （資料１－６参照）

●その１区間との比較

その１区間は９５隻から対策を開始

対策開始時点（H26.9月時点調査）での４期全体の隻数は２３１隻（左岸108隻・右岸123隻）

対策により５２隻が西川から撤去された

３-２ 第４期重点的撤去区域（その２）設定について

４期残区間に
対する割合

区間割案 距離標0k800～1k000 200m 27隻 42隻 69隻 39%

区間 区間延長 左岸 右岸 計



3-3 第４期重点的撤去区域（その2）設定について

・・・第３期（H25.4月設定済）

・・・第４期（その１）（H26.10月設定済）

・・・第４期（その２）（H28年度設定予定）

・・・第４期（その２以降）（H29年度以降設定予定）

凡 例

島津排水樋管

距離標1k000

◎第４期重点的撤去区域（その２）図面

距離標0k800

距離標1k000より下流方向

H28.2.4撮影

西川

第４期重点的撤去区域（その２）

第４期重点的撤去区域（その１）

第４期重点的撤去区域（その２以降）に係留してある船舶数と近隣の既設係留保管施設

の収容余力、及び行政手続の進め方等を考慮し、第４期重点的撤去区域（その２以降）を

分割し、距離標０ｋ８００から１ｋ０００までの約２００ｍの区間（係留船約７０隻）を第４期重

点的撤去区域（その２）として設定し、対策を進める。



【 予定 】

Ｈ28. 3. 9   第５回 遠賀川下流部利用者会議

Ｈ28. 4 予定 第６回 遠賀川河口域利用対策協議会

Ｈ28. 5 予定 「第４期重点的撤去区域（その２）」設定の公示

→ 遠賀川河口域に係留している全船舶に対して第４期重点的
撤去区域（その２）が設置されることを周知する

◇所有者判明している船舶所有者への郵送
◇所有者不明の船舶は、現地へ張り紙を設置

Ｈ28. 5 予定 第４期重点的撤去区域（その２）の設定 （規制強化）

３-４ 第４期重点的撤去区域（その２）における対策スケジュール

第４期重点的撤去区域（その２）の対策開始


